
【空家等の措置フロー】※条例に規定する内容を赤字にしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害その

他非常な

場合 

市民・近隣住民・自治会等からの情報提供（条例第 5条） 

非該当 
（解決） 

利活用情報
等の提供 

空き家等対策調整会議で協議（空き家等対策調整会議設置要綱第 2条） 

勧告 
（法第 22条第 2項） 

命令 
（法第 22条第 3項） 

解  決 
代執行 

（法第 22条第 9項） 
解  決 

非該当 

問題なし 

利活用可能 

改善 

改善 

改善 

改善せず 

改善せず 

改善せず 

必要に応じ意見聴取 

助言 

空き家等対策検討委員会 
（たつの市空き家等対策検討委

員会設置要綱第 2条） 

公告 
（法第 22条第 10項） 

略式代執行 

（法第 22条第 10 項） 

改善 

 

所有者等

が不明な

場合 

 

勧告 
（法第 13条第 2項） 

助言・指導 
（法第 13条第 1項） 

状態が悪化 

緊急代執行 

（法第 22 条第 11項） 

外観調査（目視）・所有者調査等（法第 9、10条） 

空 家 等 と 判 定 

特定空家等と思われる場合 

助言・指導 
（法第 22条第 1項） 

改善 

改善せず 

緊急安全措置 

（条例第 12条） 

管理不全空家等と思われる場合 

立入調査が必要な場合は調査
を実施（法第 9条） 

必要最小

限の措置

が必要な

場合 

「特定空家等」に認定 

（法第 2条） 

「管理不全空家等」に認定 
（法第 13条） 

※本表中の「法」とは、「空家等対策の推進に関する特別措置法」ことです。「条例」とは、「たつの市

空家等対策に関する条例」のことです。 

 



（空白） 

【法定外空家等の措置フロー】※条例に規定する内容を赤字にしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民・近隣住民・自治会等からの情報提供（条例第 5条） 

非該当 
（解決） 

利活用情報
等の提供 

空き家等対策調整会議で協議（空き家等対策調整会議設置要綱第 2条） 

勧告 
（条例第 11条） 

命令 
（条例第 11条） 

解  決 
代執行 

（条例第 11条） 
解  決 

非該当 

問題なし 

利活用可能 

改善 

改善 

改善 

改善せず 

改善せず 

改善せず 

必要に応じ意見聴取 

助言 

空き家等対策検討委員会 
（たつの市空き家等対策検討委

員会設置要綱第 2条） 

改善 

 

勧告 
（条例第 10条） 

「管理不全法定外空家等」に認定 
（条例第 10条） 

助言・指導 
（条例第 10条） 

状態が悪化 

外観調査（目視）・所有者調査等（条例第 6、7条） 

法定外空家等と判定 

特定法定外空家等と 

思われる場合 

助言・指導 
（条例第 11条） 

改善 

改善せず 

緊急安全措置 

（条例第 12条） 

管理不全法定外空家等と 

思われる場合 

立入調査が必要な場合は調査
を実施（条例第 6条） 

必要最小

限の措置

が必要な

場合 

「特定法定外空家等」に認定 

（条例第 11条） 

※本表中の「法」とは、「空家等対策の推進に関する特別措置法」ことです。「条例」とは、「たつの市

空家等対策に関する条例」のことです。 

  


